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Appendix.2

リカバリー期間での運用について

初版：2025年3月12日

富士通株式会社
エフサステクノロジーズ株式会社

３版：2025年10月23日
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はじめに
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 利用者登録が間に合わなかったサービス管理者IDにはリカバリー期間を設けます。
この間、電話受付での障害対応とQA対応に限り救済いたします。

 電話対応の延長で必要となる、メール送受信や調査資料送付に関しても
   特別措置を設けます。

 救済対応においても従来通り、サービス管理IDとパスワードは必須です。

版数 改版日 改版内容

初版 2025年3月12日 初版発行

２版 2025年10月19日 5章にて個別機能サイトの詳細を追加

３版 2025年10月23日 P6にて「メール」に関する注記追加
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1. 正規のサービス運用プロセス
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 全ての対応はSalesforce中心。対応内容はSalesforceの【ケース】を参照します。

Salesforce

問合せ時

WEB

サービス対応者

メールサーバ

対応中・対応後

利用者様

ケースURLへアクセスして内容確認（利用者認証）

サービス対応者

ケースに回答を記載

利用者様
ケース

事前の利用者登録が必須

利用者認証

参照・記入

ケースURLの自動通知

必要に応じて調査ログの送付（利用者認証）
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2. リカバリー期間での制限事項
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 修正パッチ・マニュアルのダウンロード／製品情報参照
※修正パッチ公開後もお客様システムのセキュリティリスクに対応できなくなります（お客様システムに脆弱性が残り続けます）
※「セキュリティ関連のお知らせ」など、「ご契約製品に関する重要なお知らせ」を含みます。

 WEB／メールによる問合せ
メールでのお問い合わせはアドレスで認証します。未登録者からのメールは全て破棄いたします。

 問い合わせ履歴の参照
※「保守サービス報告書」の参照を含みます。

 契約情報の参照
契約製品の一覧、サポート期限、各契約製品のサポートのサービス時間を参照できません。

10月19日のシステムローンチまでに利用者登録が完了しなかった場合の暫定対処です

 利用者登録が済んでいないと、電話対応以外の各種サービス利用に支障が生じます。
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3. ご利用者が未登録の場合に想定される状況
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 リカバリー期間では利用者登録に関して２つのパターンが発生します。
本書の主眼はパターン①ですが、パターン②についてもご認識おきください。

パターン 対応方針 解説

① サービス管理者IDに利用者アカウント
が1つも存在しない 救済として一定期間の特別対応を実施 5章

②
サービス管理者IDには１人以上の利
用者登録が済んでいるが問い合せ者
の利用者アカウントが存在しない

通常の運用プロセスにおけるイレギュラーな状況として扱い、
利用者アカウントを有する他の方と連携して頂く。 6章
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4. 利用者登録の有無の判断ロジック
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 電話対応の中でサービス対応者が以下の状況を切り分けます

電話対応

ご利用者は利用者アカウントをお持ちか？

YES

NO YES

ご利用者にメール送付*
（通常対応）

サービス管理者IDには１人も利用者登録なし？
NO

代理の方を指名できるか？

代理人に
メール送付*

サービス責任者／
アカウント管理者
にメール送付*

① 救済対応

YESNO

② イレギュラー対応

*注： ケースにコメントが追加された旨の「通知メール」であり回答内容は記載されません
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5. リカバリー期間の特別対応
5.1. リカバリー期間に提供する個別機能サイト
5.2. リカバリー期間におけるサービスプロセス
5.3. リカバリー期間でのセキュリティ考慮と対応ポリシー

© 2025 Fujitsu Limited7



5. リカバリー期間での特別対応
5.1. リカバリー期間に提供する個別機能サイト（概要）
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 電話での障害対応を完結させることと速やかなサービス管理者情報の登録に備え、以下の機能を
暫定的に公開いたします。

※大半の障害対応ではWEBが必要になりますのでブラウザを事前に起動ください。

機能 内容

1 空メール送付機能 電話対応でお知らせする受付番号をSubjectに入力してメールを送付
いただきます。（純粋なメーラー起動処理）

2 障害調査資料の送付機能
（現行のWEBアップロード）

調査ログが必要な際にお客様から送付して頂くための機能。
（サービス管理者ID/PWが必要）

3 サービス管理者情報の参照・更新機能 本来実施すべきだった事前対応をして頂くための機能。
（サービス管理者ID/PWが必要）

4 サービス管理者情報の確認・更新の完了報告 Microsoft Formsへのリンク

5 保守サービス報告書の参照 （同左）

https://eservice.fujitsu.com/supportdesk-web/URL
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5. リカバリー期間での特別対応
5.1. リカバリー期間に提供する個別機能サイト（外観）
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 救済期間における個別機能サイトのイメージ
公開ページ https://eservice.fujitsu.com/supportdesk-web/
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5. リカバリー期間での特別対応
5.1. リカバリー期間に提供する個別機能サイト（詳細①）
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管理者
ID/PW
での認証
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5. リカバリー期間での特別対応
5.1. リカバリー期間に提供する個別機能サイト（詳細②）

© 2025 Fujitsu Limited

管理者
ID/PW
での認証

mailto:supportdesk@support.fujitsu.com

管理者ID/PWで
の認証

空メールフォーマット(メーラー起動)
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5. リカバリー期間での特別対応
5.2. リカバリー期間におけるサービスプロセス

© 2025 Fujitsu Limited

 当サービスから個別でのメール送付をお断りします。
テキスト情報が必要な際はご利用者からの空メールを送って頂き、それにご返信いたします。

電話対応

ご利用者は利用者アカウントをお持ちか？

YES

NO YES

ご利用者にメール送付
（通常対応）

サービス管理者IDには１人も利用者登録なし？
NO

代理の方を指名できるか？

代理人に
メール送付

サービス責任者／
アカウント管理者
にメール送付

ご利用者様が
受付番号をSubjectに記入した空メール

を送付
YESNO

受付番号を伝達

サービス対応者が
対応内容をケースから転記して

ご返信
12



5. リカバリー期間での特別対応
5.3. リカバリー期間でのセキュリティ考慮と対応ポリシー
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 リカバリー期間とは、この準備が間に合わなかったサービス管理者IDのインシデント（障害・QA）にお
いて、最低限のレベルで救済（応急措置）を行う期間です。

 新たな仕組みではSDKサービス側からメールを送付する機能には、誤送信防止等の機構は備えており
ません（利用者認証が大前提）ので、メール送付にはセキュリティ上のリスクを伴います。

 上記リスク回避のため、お客様からメールアドレスを伺って手入力する運用を厳禁とします。

サポートからのメール受信が必要な方を空メールの同報者(CC)として設定ください

お客様から空メールを送付いただき、それに全返信する運用プロセスとします。
なお、メール雛型を起動して簡単に空メールを送付できる仕組みをご用意します。
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5. リカバリー期間での特別対応
5.3. リカバリー期間でのセキュリティ考慮と対応ポリシー
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 空メールは以下のフォーマットを起動して編集・送信いただきます。

編集個所

注：受付番号は１つのみ有効です。
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6. 未登録者への対応（イレギュラーケース）
6.1. 電話受付におけるイレギュラー時の対応方針
6.2. メール受付におけるイレギュラー時の対応プロセス
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6. 未登録者への対応（イレギュラーケース）
6.1. 電話受付におけるイレギュラー時の対応方針
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 電話対応の対象となったサービス管理者IDに１名以上の利用者
登録が済みでも、お問い合わせ者のアカウントが確認できない場合
をイレギュラー対応とします。
→ 関係者である確証を得られないためです

応急措置１

応急措置2

 利用者アカウントをお持ちのチームメンバーを代理で指定頂き、その方を経由して
Salesforceのケース情報を参照する。

 上記が実施できない場合は、サービス責任者とアカウント管理者の方を経由して
Salesforceのケース情報を参照する。

当サービス側からアカウント所有者をご案内（誘導）することは致しません注意事項
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6. 未登録者への対応（イレギュラーケース）
6.2. メール受付におけるイレギュラー時の対応プロセス①
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 メール受付の場合は電話と違いアカウントの有無が即座に判断できるため、厳格なセキュリティ方針で
対応いたします。

利用者（お問い合わせ者） サービス対応者 システム

メールでの送付
Salesforceケース
の自動起票

メール内のURLにアクセス

受付済メール受領

対応内容をシステム登録

受付登録

ご対応

メール受領 自動処理

Salesforceケース

自動処理

内容確認（→次頁）

17



6. 未登録者への対応（イレギュラーケース）
6.2. メール受付におけるイレギュラー時の対応プロセス②
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メールでのお問い合わせの留意事項
当サービスへのアクセスは利用者認証が必須です。

①利用者アカウントを有すること ②サービス管理者IDの提示
が大前提で各パターンにおける挙動は下記の通りです。

①利用者ID照合
（メールアドレス照合） ②サービス管理者ID照合 サービス対応者の振る舞い 判断結果

1 OK OK 前頁のプロセス通り実行いたします。 受付成立

2 NG OK “サービスアクセス権無し”のため対応いたしません。 受付拒否*

3 OK NG “対象不明”につきサービス管理者IDの再確認を
ご連絡します。 受付保留*

4 NG NG “なりすまし”と判断して対応いたしません。 受付拒否*

＊ メールにてご通知いたします

Here
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Thank You


